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税
務
署
か
ら

お
知
ら
せ

カ
ッ
ト

償
却
資
産
申
告
書
・
給
与
支
払
報
告
書

 

─
提
出
は
１
月
31
日
（
金
）
ま
で
─

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
方
は
、
今
年
の
１

月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
を

１
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
住

民
課
へ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
お

よ
び
家
屋
以
外
の
事
業
の
用

に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資

産
で
、

そ
の
減
価
償
却
額

（
費
）
が
、
所
得
の
計
算
上
、

損
金
ま
た
は
必
要
経
費
に
算

入
さ
れ
る
も
の
で
す
。

〇
具
体
的
に
は

・
構
築
物

　

広
告
設
備
、
看
板
、
舗
装

路
面
、
厨
房
設
備
な
ど

・
機
械
お
よ
び
装
置

　

印
刷
機
、
ボ
イ
ラ
ー
、
コ

ン
ベ
ア
、
集
材
機
な
ど

・
車
両
お
よ
び
運
搬
具

　

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
特
殊

◎
償
却
資
産
申
告
書

自
動
車
な
ど
で
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
を
課
税
さ
れ
て

い
な
い
も
の

・
工
具
・
器
具
お
よ
び
備
品

　

家
具
（
事
務
机
・
応
接
セ

ッ
ト
な
ど
）
・
機
械
加
工
用

具
・
作
業
工
具
・
金
庫
・
自

動
販
売
機
な
ど

①
提
出
書
類

　

申
告
書
・
種
類
別
資
産
明

細
書

②
課
税
標
準
額

　

今
年
の
１
月
１
日
現
在
の

償
却
資
産
の
価
格
で
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
で

す
。

③
免
税
点

　

課
税
標
準
額
の
合
計
が

１
５
０
万
円
未
満
の
場
合
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

④
税
額

　

課
税
標
準
額
に
１
０
０
分

の
１
・
４
（
税
率
）
を
乗
じ

て
算
出
さ
れ
ま
す
。

⑤
少
額
減
価
償
却
資
産
の
範

囲
　

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
ま

た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未

満
の
も
の
で
、
一
時
に
損
金

算
入
な
ど
し
て
い
る
も
の
お

よ
び
取
得
価
格
が
20
万
円
未

満
の
も
の
を
３
年
間
で
一
括

償
却
し
て
い
る
も
の
は
課
税

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

 

詳
し
く
は
２
月
号
で

■
青
梅
税
務
署
職
員
に
よ
る

　
　
　
　
　
出
張
申
告
相
談

〔
日
時
〕
２
月
13
日
（
木
）

　

相
談
の
受
付
時
間
は
午
前

10
時
～
11
時
頃
、
午
後
１
時

～
２
時
30
分
頃

（
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ

て
は
、
午
前
・
午
後
と
も
早

め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
）

〔
会
場
〕
役
場
会
議
室

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
税

務
署　
　

☎
22-

３
１
８
５

◎
給
与
支
払
報
告
書

　

各
事
業
主
の
方
は
、
令
和

元
年
中
に
支
払
っ
た
給
料
・

賞
与
・
手
当
な
ど
を
取
り
ま

と
め
た
給
与
支
払
報
告
書
を

１
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
住

民
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
従
業
員
の
個
人
住

民
税
は
、
給
与
か
ら
差
し
引

く
特
別
徴
収
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

つ
ぎ
の
理
由
に
該
当
し
、
特

別
徴
収
を
行
え
な
い
従
業
員

分
の
給
与
支
払
報
告
書
の
適

用
欄
に
は
必
ず
つ
ぎ
の
符
号

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
符
号
〕
…
理
由

普
Ａ
…
総
従
業
員
数
が
２
人

以
下

普
Ｂ
…
他
の
事
業
所
で
特
別

徴
収

普
Ｃ
…
給
与
が
少
な
く
税
額

が
引
け
な
い

普
Ｄ
…
給
与
の
支
払
い
が
不

定
期

普
Ｅ
…
事
業
専
従
者
（
個
人

事
業
主
の
み
対
象
）

普
Ｆ
…
退
職
者
ま
た
は
退
職

予
定
者
（
５
月
末
日
ま
で
）

■
町
職
員
に
よ
る

　
　
　
申
告
の
相
談
・
受
付

〔
期
間
〕
２
月
17
日
（
月
）

　
　
　

 

～
３
月
16
日
（
月
）

〔
受
付
時
間
〕
午
前
９
時
～

11
時
、
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕
役
場
会
議
室

　

た
だ
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

場
合
は
、
相
談
・
受
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

○
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど

の
譲
渡
所
得
や
山
林
所
得
が

あ
る
方
（
申
告
書
な
ど
を
作

成
済
み
で
提
出
の
み
の
場
合

は
受
付
け
ま
す
。
）

○
事
業
所
得
（
営
業
等
・
農

業
）
ま
た
は
不
動
産
所
得
が

あ
る
方
で
青
色
申
告
決
算
書

ま
た
は
収
支
内
訳
書
の
記
入

が
済
ん
で
い
な
い
方

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
初
め
て
申
告
す
る
方

○
過
年
分
の
確
定
申
告

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
９
０


